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調達要求番号：５ＳＺＢ１ＡＥ０１３５ 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物品番号  仕 様 書 番 号 

新病院建設における医療コンサルティン

グ役務（血液製剤の確保等態勢強化に伴

う見直し） 

福病Ｃ－衛－Ｔ－１１２ 

防衛大臣承認     年  月  日 

作   成       令和 ８年 １月１６日 

変   更            年  月  日 

作成部隊等名 自 衛 隊 福 岡 病 院 

1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は，血液製剤の確保等態勢の強化に伴う図面等見直しに関する新病院建設における医療

コンサルティング役務（以下，“役務”という。）について規定する。 

1.2 用語及び定義 

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１及びＧＬＴ－

ＣＧ－Ｚ５００００２による。 

1.2.1 

現病院 

 建替前の自衛隊福岡病院をいう。 

1.2.2 

新病院 

 建替後の自衛隊福岡病院をいう。 

1.2.3 

実施設計 

 令和２年３月に完了した新病院の建築平面詳細図，天井伏図，展開図，立面図，外構図等の設計図

をいう。 

1.2.4 

総合図 

 実施設計に基づき，令和８年度に設備工事業者等が作成する建築，電気，機械，医療機器などの関

連する工事（設計）内容を一枚の図面にしたものをいう。 

1.2.5 

血液製剤の確保等態勢の強化 

実施設計を前提とし，防衛省・自衛隊における血液事業における役割を担うために血液製剤の確保

及びその保管・管理のための医療機器の設置等の態勢を強化することをいう。 

1.2.6 

医療機器等 

医療機器及びレイアウトに影響する，じゅう（什）器をいう。 

1.2.7 

設備 

 電気，医療ガス供給，給水，排水，空調，情報システムなどの設備をいう。 
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1.2.8 

重設備 

 設置に特別な工事や専門知識を要する医療機器（手術室，中央材料室，救急，透析，内視鏡，歯

科，製剤に関する医療機器），放射線機器（ＭＲＩ，ＣＴ，一般Ｘ線撮影，核医学，マンモグラフ

ィ，結石破砕装置，Ｘ線ＴＶ・血管撮影に関する医療機器）・検査機器（検体，細菌，病理，採血，

剖検に関する医療機器）及び設備をいう。 

1.3 引用文書等 

1.3.1 引用文書 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成

すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００９ 陸上自衛隊ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通

仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２ 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書 

1.3.2 関連文書 

健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

医療法（昭和２３年法律第２０５号） 

医療法施行令（昭和２３年政令第３２６号） 

消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号） 

水道法（昭和３２年法律第１７７号） 

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭和３１年法律第１６０号） 

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則（昭和３１年厚生省令第２２号） 

水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号） 

消防法施行令（昭和３６年政令第３７号） 

薬局等構造設備規則（昭和３６年厚生省令第２号） 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号） 

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５

号） 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号） 

採血の業務の管理及び構造設備に関する基準（平成１５年厚生労働省令第１１８号） 

高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号） 

病院設備設計ガイドライン（２０２２年） 

 国家安全保障戦略について（令和４年１２月１６日 閣議決定） 

 国家防衛戦略（令和４年１２月１６日 閣議決定） 

 防衛力整備計画について（令和４年１２月１６日 閣議決定） 

 防衛省・自衛隊の戦傷医療における輸血に関する検討会提言書（令和６年２月） 

防衛省・自衛隊の戦傷医療における輸血に関する検討会概要（令和６年１月） 

令和７年度版 防衛白書 

地方公共団体条例 

 自衛隊福岡病院が届出している施設基準 
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2 役務に関する要求 

2.1 役務の背景及び目的 

2.1.1 背景 

自衛隊福岡病院は令和２年３月に新病院の実施設計が終了，令和７年４月から本体工事が開始され

ている。（新病院の建物概要は，表1による。）令和６年度に自衛隊福岡病院は防衛省・自衛隊におけ

る血液事業において新たな役割が付与され，血液製剤の確保等態勢の強化に伴う医療機器を新たに設

置することになった。このため，実施設計時に予定していた新病院における医療機器等の配置と当初

予定された設備の配置及び病院の運用に影響を及ぼすことから，これらの見直し及び各種法令等の適

用確認を実施する必要が生じている。役務による見直し成果は，令和８年度の総合図作成時に九州防

衛局等へ意見を提出するものである。 

表1－建物概要 

建物名称 構造・規模 建物面積 延床面積 病床数 診療科 

病院本館 ＳＲＣ－７ 

／地下ＳＲＣ－１ 

３ ５８０．２５ ｍ２ ２５ ９７４．５６ ｍ２ ２００床 １６診療科 

2.1.2 目的 

自衛隊福岡病院が防衛省・自衛隊における血液事業において役割を担うに当たり，九州防衛局等へ

新病院の実施設計に基づき作成される総合図に対する意見を提出するための役務を行うことを目的と

する。 

2.2 一般的要求事項 

 一般的要求事項は，次による。 

a) 契約の相手方は，役務の履行に当たり，この仕様書の各要素を満たさなければならない。 

b)  契約の相手方は，役務の履行に係る官側との連絡調整及び契約の相手方が行う業務全般を統括す

る者（事業管理者）を定め，官側に通知する。 

c) 契約の相手方は，官側から貸与された資料がある場合，その取扱いに関して官側の指定する条件

を遵守し，業務の完了後直ちに返却する。 

d) 契約の相手方は，役務で利用するパソコンなどについて，ウイルス対策ソフトのウイルス定義体

を最新に維持したものを使用する，ファイル交換ソフト（インターネットを通じてファイルを不

特定多数と共有することを目的としたソフトウェアなど）をインストールしたものを使用しては

ならない。また，役務員が個人で所有しているパソコンなどを使用してはならない。 

e) パソコンなどへ保存する業務関係書類のデータは，その内容についてあらかじめ事業管理者の了

解を得る。 

なお，業務関係書類は，契約の相手方が役務によって作成する全ての書類とする。 

f) 契約の相手方は，官側から情報提供の依頼を受けた場合，速やかに情報提供を行う。 

g) ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスクに関する要求は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００９の

2.2による。 

2.3 役務期間 

役務期間は，契約締結日から令和８年３月３１日（火）までとする。 

2.4 役務実施場所 

役務実施場所は，自衛隊福岡病院（福岡県春日市小倉東１－６１），契約の相手方の施設内及び官

側の指定する場所とする。 

 



- 4 - 

 

2.5 役務実施計画書の作成 

契約の相手方は，役務を実施するために必要な作業を洗い出した上で，契約後速やかに役務実施計

画書を作成し，官側と協議の上，提出する。 

2.6 事業管理 

a) 契約の相手方は，業務の全般調整及び円滑な実施のために事業管理者を定め，その事業管理者

は，官側の承認を受けた役務実施計画書に基づき，事業管理を実施する。 

b) 契約の相手方は，官側の質問，資料の提示の求めに応じ，進捗状況，課題について，書面などを

用いて官側に回答・報告する。 

2.7 役務内容等 

2.7.1 医療機器等基本調査 

 医療機器等基本調査は，次による。 

a) 官側が作成する現有医療機器等リスト（今後導入予定の医療機器等含む。）の作成を支援する。       

b) 現有医療機器等リスト（今後導入予定の医療機器等含む。）に基づき，現有品を管理するための   

標示の作成を支援する。 

c) 現況把握は，次による。 

1) 官側が提供する資料によって，血液製剤の確保等態勢強化に伴い導入予定の医療機器及びその

配置に関する官側の案を把握する。 

2) 官側が提供する資料の実施設計に関する資料及び現有医療機器等リスト（今後導入予定の医療機

器等含む。）にて，現病院の状況を把握する。 

d) 現有品調査は，現況把握後に契約の相手方が更に把握が必要と判断した医療機器等の現有品を官

側と協議し，調査を実施する。このとき，調査結果を官側に提供する。 

2.7.2 医療機器等整備計画作成支援 

医療機器等整備計画作成支援は，次による。 

a) 医療機器等基本調査の結果及び令和２年度令和７年度までの官側の医療機器等の配置に関する検

討内容（特に，血液製剤の確保等態勢強化に関係する事項）を確認し，血液製剤の確保等態勢強

化に伴う医療機器，新病院の地下１階から地上７階の重設備及び官側と協議した医療機器や設備

に関して，官側の関係部門と対面でヒアリングを行う。所要期間は，２週間を標準とする。 

b) 官側の関係部門とのヒアリングの結果，必要と判断された部門には再度ヒアリングを行う。 

c) 官側の関係部門から，医療機器等の更新・新規購入予定に関する要望理由，部門内優先順位，

要望メーカー，型式などを確認する。 

d) a)～c)の結果を元に，医療機器等整備リスト（マスターリスト）（図1）を作成する。 

2.7.3 設備関連支援 

設備関連支援は，次による。 

a) 医療機器等基本調査及び医療機器等整備計画作成支援の結果から，官側と協議の上，実施設計に

基づき，新病院の地下１階から地上７階に関する医療機器等レイアウト図・設備プロット図（図

2）の作成を行う。 

b) 医療機器等レイアウト図・設備プロット図（図2）の作成は実施設計の図面にＣＡＤソフトを使用

してプロットし，医療機器の整備の見地から，レイアウト，設置スペース，配管，排水の接続，

搬入経路などを確認する。このとき，各種法令を適用する。 

c) 特殊設備が必要な医療機器は，設備諸元資料を収集し，取りまとめを行う。 
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d) 医療機器等整備リスト（マスターリスト）（図1）及びc)を元に，建築・設備条件資料（設備諸

元リスト）（図3）及び工事区分表（図4）の作成を行う。 

2.7.4 対面によるコンサルティング等 

a) 契約の相手方は，対面によるコンサルティング，調整会議のへの参加，会議資料及び議事録の作

成を行う。 

b) 官側が１週間に１回を標準として実施する調整会議に事業管理者や官側の質問や確認に対して回

答可能な人員を参加させる。 

c) 契約相手方は，調整会議で医療機器等整備計画作成支援及び設備関連支援の進捗状況及び提出書

類の内容を説明する。 

2.7.5 その他 

役務内容の関連業務の追加などの役務内容に変更が生じた場合は，官側と協議して決定する。 

2.8 知的財産権に関する注意 

 知的財産権に関する注意は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.1 a)，b)及びd)による。 

2.9 その他の要求事項 

 その他の要求事項は，次による。 

a) 役務を遅延なく実施するため，必要な人員を確保する。 

b) 業務従事者は，役務に必要な医療機器の知識をもつ。 

c) 業務従事者は，役務内容を理解し，資料の作成が可能とする。 

 

3 品質保証 

監督及び検査は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の3.2によるほか，次による。 

a) 監督 監督は，次による。 

 1) 契約の相手方は，提出書類の提出時，監督官の確認を受ける。 

2) 対面による役務の結果報告及び契約担当官等が定める監督実施要領によって行う。 

b) 検査 検査は，次による。 

1) 契約の相手方が提出した提出資料を審査し，判定を行う。 

2) 対面による役務の結果報告及び契約担当官等が定める検査実施要領によって行う。 

 

4 その他の指示 

4.1 無償貸付品 

 無償貸付品は，次による。 

a) 契約の相手方は，役務の実施に必要とする資料で官側が貸付可能な資料は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０

００００１の箇条5によって無償で借受け又は閲覧が可能とする。 

b) 契約後，官側が保有する実施設計に関する資料，現有医療機器等リスト及び検討資料を提示す

る。 

4.2 提出書類等 

 提出書類等は，次による。 

a) 契約の相手方は，表2の提出書類を官側に提出しなければならない。また，提出書類を電子記憶

媒体で提出する場合は，提出前にコンピュータ・ウイルスチェックを実施する。（事前の調整に
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よって，ＰＤＦ化したデータの電子メール送信による提出でもよい。） 

表2－提出書類 

名称 提出時期 数量 提出先 様式 

役務実施計画書ａ） 契約後１週間以内 一式ｂ） 自衛隊福岡

病院建替準

備室 

様式随意 

業務従事者名簿 契約後速やかに。 

業務報告書（調整会議や業務の概

要，配布資料，議事録など） 

会議や業務実施後１週間以

内 

月次作業報告書 報告対象となる作業月の翌

月１０日までとする。ただ

し，最終月の月次作業報告

書は，３月３１日までに提

出する。 

医療機器等整備リスト（マスターリ

スト） 

令和８年３月２５日（水） 図1ｃ） 

医療機器等レイアウト図・設備プロ

ット図 

図2ｃ）ｄ） 

建築・設備条件資料（設備条件リス

ト） 

図3ｃ） 

工事区分表 図4ｃ） 

注ａ） 作業スケジュール，ヒアリング実施期間，調整会議日程などを標準とした主要結節を含

む。 

注ｂ） 提出部数は，紙媒体及び電子記憶媒体を各１部とし，電子記憶媒体の種類及び記憶方式

については，官側との調整による。 

注ｃ） 様式及び記載例は，図1～図4を標準とし，細部は，官側との調整による。 

注ｄ） 官側がわかりやすい表現になるよう工夫する。 

b) 表2のほか，業務目的を達成するために必要な資料を提出する。 

4.3 秘密保全 

秘密保全は，次による。 

なお，行政文書に係る管理要領（文書・データの接受，保管，削除）は，別途官側が示す要領を遵

守しなければならない。 

a) 契約の相手方は，契約の履行によって直接又は間接を問わず知り得た事項の管理に万全を期する

とともに，それらの部外への利用，公表を防衛省の許可なく行ってはならない。契約終了後も同

様とする。 

b) 契約の履行に当たり，知り得た情報を漏えい又は他に転用してはならない。 

c) 契約の相手方は，パソコンなどを官側施設に持ち込む場合は，官側の指示に従わなければならな

い。 

4.4 役務実施場所への立入り 

 役務実施場所への立入りは，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の6.2による。 

4.5 官側資料の使用に関する注意 

 官側資料の使用に関する注意は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の6.1による。 
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4.6 官側の支援 

 官側の支援は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の7.3による。 

4.7 仕様書に関する疑義 

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。 
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. 

項目 
候補メーカー 

（メーカー名） （メーカー名） 

区分 条件 単位 （型式） （型式） 

建
築 

床下げ  mm   

総重量（装置）  kg   

搬入重量  kg   

搬入開口  mm（W×H）   

天井高  mm   

（必要な項目を追加）      

電
気 

電源       

カメラ  有・無   

メンテ  要・不要   

（必要な項目を追加）     

空
調 

発熱量  w   

個別空調  要・不要   

温度  ℃   

湿度  ％   

（必要な項目を追加）     

給
・
排
水 

給水・冷却水   要・不要   

ドレーン排水   要・不要   

（必要な項目を追加）     

 

 

 

項目 

工事区分 

建築 電気 空調 衛生 

警報付保冷庫（輸血）     

同上用警報発報配線ルート（配管等）     

安全キャビネット等     

（必要な項目を追加）     

凡例  

 工事区分：項目に記載のある医療機器等に該当する設備に「○」を記載 

 

 

 

注記 図は，一例とする。 

図3－建築・設備条件資料（設備条件リスト） 

注記 図は，一例とする。 

図4－工事区分表 


